
農
業
振
興
地
域
農
用
地
区
域

か
ら
の
除
外
申
請
を
受
付
け
ま
す

　

町
は
、
農
業
振
興
の
基
盤
と
な
る

優
良
農
地
の
確
保・
保
全
の
た
め
に

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
で
農
用
地

区
域
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

農
用
地
区
域
に
お
け
る
農
地
を
農

地
以
外
の
目
的
に
利
用
す
る
場
合
は
、

農
業
振
興
地
域
か
ら
の
除
外
申
請
が

必
要
で
す
。
除
外
す
る
に
は
要
件
が

あ
り
ま
す
の
で
、
申
請
が
全
て
認
め

ら
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
必
ず
事

前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間

　
３
月
２
日（
月
）～
31
日（
火
）

提
出
書
類（
書
式
は
、
産
業
経
済
課

農
政
係
12
番
窓
口
で
受
け
取
る
か
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
く
だ
さ
い
。）

◦
申
請
書

◦
隣
接
農
地
所
有
者
同
意
書

◦
確
約
書

◦
地
籍
図
の
写
し
、
土
地
全
部
事
項
証
明
書

◦
位
置
図（
住
宅
地
図
な
ど
）

◦
事
業
計
画
書
、
平
面
図
、
配
置
図

◦
自
己
所
有
地
検
討
結
果
一
覧
表

◦
そ
の
他（
法
人
の
場
合
、
定
款
な
ど
）

※
計
画
内
容
な
ど
に
よ
り
提
出
書
類
が

異
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
担
当

者
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
経
済
課
農
政
係

�

（
32
）３
１
１
３

２
月
10
日（
月
）

�

児
童
手
当
支
給

　
令
和
元
年
10
月
分
か
ら
令
和
２

年
１
月
分
ま
で
の
児
童
手
当
を
２

月
10
日（
月
）に
指
定
口
座
へ
振

り
込
み
ま
す
。
受
給
者
の
皆
さ
ま

は
入
金
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

支
給
額（
１
人
当
た
り
月
額
）

《
３
歳
未
満
》

　
一
律 

… 

１
５
，０
０
０
円

《
３
歳
～
小
学
校
修
了
前
》

　
第
１
、２
子

　
　
　

 
… 
１
０
，０
０
０
円

　
第
３
子
以
降

　
　
　

 

… 
１
５
，０
０
０
円

《
中
学
生
》

　
一
律 

… 

１
０
，０
０
０
円

※
所
得
制
限
を
超
過
し
て
い
る
受

給
者
に
は
、
児
童
１
人
に
つ

き
一
律
５
，０
０
０
円
を
支
給

し
ま
す
。

※
お
子
さ
ま
の
出
生
や
中
学
生
以

下
の
お
子
さ
ま
の
転
入
な
ど
、

世
帯
員
に
異
動
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
児
童
手
当
の
手
続

き
が
必
要
で
す
。　
　

問
い
合
わ
せ
先

　
町
民
課
こ
ど
も
係

�

（
32
）３
１
１
４

放
送
大
学
で
学
び
ま
せ
ん
か

第
１
学
期（
４
月
入
学
生
）募
集

　
放
送
大
学
は
、
テ
レ
ビ
な
ど
の

放
送
や
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通

し
て
学
ぶ
通
信
制
の
大
学
で
す
。

　

心
理
学・
福
祉・
経
済・
歴
史・

文
学・
情
報・
自
然
科
学
な
ど
約

3
0
0
の
授
業
科
目
が
あ
り
、
1

科
目
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

教
養
を
深
め
た
い
、
仕
事
の
ス
キ

ル
ア
ッ
プ
を
目
指
し
た
い
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
目
的
で
幅
広
い
世
代
、

職
業
の
人
が
学
ん
で
い
ま
す
。

出
願
期
間

第
1
回

　
2
月
29
日（
土
）ま
で

第
2
回

　
3
月
17
日（
火
）ま
で

　
資
料
請
求・詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（http://w
w

w
.ouj.ac.jp

）

に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
放
送
大
学
長
野
学
習
セ
ン
タ
ー

�

0
2
6
6（
58
）2
3
3
2

携
帯
電
話
相
談
会

�

開
催

　
ド
コ
モ
で
は
、
第
3
世
代
移
動

通
信
方
式
の「
F
O
M
A
」お
よ

び
携
帯
電
話
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
や
メ
ー
ル
を
利
用
で
き
る
サ
ー

ビ
ス「
i
モ
ー
ド
」
を
2
0
2
6

年
3
月
31
日
に
終
了
す
る
こ
と
か

ら
、
町
の
皆
さ
ま
を
対
象
と
し
た

携
帯
電
話
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
ご
家
族
さ
ま
で
ド
コ
モ
以
外
の

キ
ャ
リ
ア
の
方
に
つ
い
て
も
お
誘

い
合
わ
せ
の
上
、
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

日
時

　
2
月
8
日（
土
）、
9
日（
日
）

　
午
前
10
時
～
午
後
4
時

場
所

　
エ
コ
ー
ル
み
よ
た

　
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

料
金　
無
料

予
約　
不
要

問
い
合
わ
せ
先

　
ド
コ
モ
シ
ョ
ッ
プ

�

佐
久
イ
ン
タ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
店

�

0
1
2
0（
0
2
6
）6
0
8

インフォメーション お 知 ら せ 掲 示 板

こ
の
ご
み

  

ど
っ
ち
だ
っ
け
？

感
染
症
流
行
期
の
ご
み
捨
て

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
の
感
染

症
予
防
の
た
め
に
、
気
を
つ
け
た

い
ご
み
捨
て
の
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介

し
ま
す
。

マ
ス
ク

　
予
防
の
た
め
に
マ
ス
ク
を
着
用

す
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、

使
用
後
の
マ
ス
ク
に
は
ウ
イ
ル
ス

が
付
着
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
ビ
ニ
ー
ル
袋
を
使
っ
て
密

閉
し
て
か
ら
捨
て
、
ウ
イ
ル
ス
が

飛
散
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

鼻
を
か
ん
だ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
も

同
様
で
す
。

吐
し
ゃ
物
が
付
着
し
た
も
の

　
吐
し
ゃ
物
が
付
着
し
て
し
ま
っ

た
も
の
を
そ
の
ま
ま
捨
て
る
の
は

と
て
も
危
険
で
す
。
必
ず
、
市
販

の
塩
素
系
漂
白
剤
で
消
毒
後
に
、

ビ
ニ
ー
ル
袋
で
密
閉
し
て
か
ら
捨

て
、
二
次
感
染
を
防
止
す
る
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

※
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
は

二
重
袋
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
看
病
時
に
使
っ
た
も
の
は
、

可
燃
ご
み
で
捨
て
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先

　
町
民
課
環
境
衛
生
係

�

（
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）３
１
１
４

相
続
登
記
は

お
済
み
で
す
か
月
間

～
不
動
産
の
名
義
変
更
は

�

お
済
み
で
す
か
?
～

　
長
野
県
司
法
書
士
会
で
は
、
毎

年
2
月
を「
相
続
登
記
は
お
済
み

で
す
か
月
間
」と
定
め
、
皆
さ
ま

に
相
続
手
続
き
へ
の
関
心
を
高
め

る
と
共
に
、
相
続
登
記
の
促
進
を

行
い
、
空
き
家
問
題
や
所
有
者
不

明
土
地
問
題
を
深
刻
化
さ
せ
な
い

よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

日
時

　
2
月
3
日（
月
）～
28
日（
金
）

　
午
前
9
時
～
午
後
4
時

�

（
た
だ
し
、
土
日
祝
日
は
除
く
）

場
所　
県
内
各
司
法
書
士
事
務
所

相
談
料　
無
料

予
約　
相
談
す
る
司
法
書
士
事
務

所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

相
談
例

◇
土
地
の
登
記
名
義
が
先
々
代
の

ま
ま
と
な
っ
て
い
る

◇
実
家
が
空
き
家
状
態
で
相
続
登

記
も
さ
れ
て
い
な
い

◇
相
続
人
の
中
に
行
方
不
明
者
が
い

て
遺
産
分
割
協
議
が
で
き
な
い 

◇
遺
言
に
つ
い
て
知
り
た
い
な
ど

問
い
合
わ
せ
先

　
お
近
く
の
司
法
書
士
事
務
所
に

つ
い
て
は
長
野
県
司
法
書
士
会
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�

0
2
6（
2
3
2
）7
4
9
2

簡
単
手
続
き

　
　
　

裁
判
所
の
民
事
調
停

　
民
事
調
停
と
は
、
裁
判
所
が
当

事
者
の
間
に
入
っ
て
話
し
合
い
を

進
め
、
問
題
の
解
決
を
図
る
手
続

き
で
す
。
次
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル

の
有
効
な
解
決
手
段
で
す
。

「
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
」

　
隣
の
騒
音
が
気
に
な
る
!

「
賃
貸
ト
ラ
ブ
ル
」

　
敷
金
を
返
し
て
も
ら
い
た
い
!

「
交
通
事
故
」

　

自
転
車
同
士
ぶ
つ
か
っ
て
し

ま
っ
た
!

民
事
調
停
の
メ
リ
ッ
ト
5
つ

　
①
手
続
き
が
簡
単

　
②
早
く
解
決
で
き
る

　
③
判
決
と
同
じ
効
果

　
④
費
用
が
安
い

　
⑤
秘
密
が
守
ら
れ
る

①
手
続
き
が
簡
単

　
簡
単
に
申
し
立
て
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
60
％
以
上
が
自
分

で
手
続
が
で
き
、
申
し
立
て
書
の

書
式
は
裁
判
所
の
窓
口
や
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
に
あ
り
ま
す
。

②
早
く
解
決
が
で
き
る

　
80
％
以
上
が
申
し
立
て
か
ら
3

カ
月
以
内
に
終
了
。
60
％
近
く
が

実
質
的
に
解
決（
平
成
30
年
統
計

の
全
地
方
裁
判
所・簡
易
裁
判
所
）

パ
ー
ト
タ
イ
ム・

�

有
期
雇
用
労
働
法

�

の
施
行

　
「
働
き
方
改
革
関
連
法
」に
よ

る
パ
ー
ト
タ
イ
ム・
有
期
雇
用
労

働
法
が
、
令
和
２
年
４
月（
中
小

企
業
は
、
令
和
３
年
４
月
）に
施

行
さ
れ
ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
①

同
じ
企
業
で
働
く
通
常
の
労
働
者

と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者・
有
期

雇
用
労
働
者
と
の
間
の
不
合
理
な

待
遇
差
の
禁
止
、
②
労
働
者
に
対

す
る
待
遇
に
関
す
る
説
明
義
務
の

強
化
、
③
行
政
に
よ
る
事
業
主
へ

の
助
言・
指
導
な
ど
や
裁
判
外
紛

争
解
決
手
続（
行
政
A
D
R
）の

整
備
で
す
。

　
詳
し
く
は
、
長
野
労
働
局
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
労
働
局
雇
用
環
境・均
等
室

�

０
２
６（
２
２
７
）０
１
２
５

特
定（
産
業
別
）

�

最
低
賃
金
改
正

　
最
低
賃
金
制
度
は
、
最
低
賃
金

法
に
基
づ
き
、
使
用
者
は
、
そ
の

金
額
以
上
の
賃
金
を
労
働
者
に
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
る
制
度
で
す
。

③
判
決
と
同
じ
効
果

　

話
し
合
い
が
で
き
た（
調
停
が

成
立
し
た
）内
容
の
通
り
に
お
金

が
支
払
わ
れ
な
い
と
、
強
制
執
行

（
財
産
の
差
押
え
）の
対
象
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

④
費
用
が
安
い

　
例
え
ば
、
10
万
円
を
請
求
す
る

場
合
に
か
か
る
費
用
は
、
手
数
料

5
0
0
円
と
必
要
な
郵
便
料
金
で

す
。
民
事
裁
判
と
比
べ
て
安
い
!

⑤
秘
密
が
守
ら
れ
る

　
非
公
開
の
手
続
な
の
で
、
調
停

に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
本
人
以
外

は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
裁
判
所
は
守

秘
義
務
も
あ
る
の
で
、
言
い
に
く

い
こ
と
も
話
せ
ま
す
。

手
続
選
択
の
ポ
イ
ン
ト

◦
法
律
の
専
門
家
で
な
く
て
も
O
K

◦
詳
細
な
書
面
や
証
拠
は
不
要

◦
事
案
の
軽
重
は
問
い
ま
せ
ん

※
詳
し
く
は
、
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
の「
民
事
調
停
」（http://

w
w

w
.courts.go.jp/

）を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

　
長
野
地
方
裁
判
所

�

事
務
局
総
務
課
庶
務
係

�

0
2
6（
4
0
3
）2
0
0
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今
般
、
長
野
県
地
域
最
低
賃
金

の
改
正
に
続
い
て
、
長
野
県
内
の

特
定
の
産
業
で
働
く
労
働
者
に
適

用
さ
れ
る「
特
定（
産
業
別
）最

低
賃
金
」が
、
次
の
と
お
り
改
正

さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
適
用
業
種
な
ど
詳
細
に

つ
い
て
は
、
長
野
労
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
小
諸
労
働
基
準
監
督
署

�

（
22
）１
７
６
０

【対象業種】 【時間額】【改定前】 【効力発行日】

計量器・測定器等製造業 892円 （872円） 令和元年11月27日

はん用機械器具等製造業 903円 （883円） 同上

各種商品小売業 855円 （835円） 令和元年12月31日

印刷、製版業 850円 （827円） 同上

長野県地域最低賃金 848円 （821円） 令和元年10月4日

みよた広報 やまゆり  2020年2月号（14）（15）みよた広報 やまゆり  2020年2月号


